
事 務 連 絡 

平成 23 年４月１日 

 

 

関 係 団 体  御中 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

疑義解釈資料の送付について（その８） 

 

標記につきまして、別紙のとおり、地方厚生(支)局医療課、都道府県民生主

管部(局)国民健康保険主管課(部)及び都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期

高齢者医療主管課(部)あて連絡するとともに別添団体各位に協力を依頼しまし

たので、貴会におかれましても、関係者に対し周知を図られますようお願いい

たします。 

  



（別添） 

 

社団法人 日本医師会 御中 

社団法人 日本歯科医師会 御中 

社団法人 日本薬剤師会 御中 

社団法人 日本病院会 御中 

社団法人 全日本病院協会 御中 

社団法人 日本精神科病院協会 御中 

社団法人 日本医療法人協会 御中 

社団法人 全国自治体病院協議会 御中 

社団法人 日本私立医科大学協会 御中 

社団法人 日本私立歯科大学協会 御中 

社団法人 日本病院薬剤師会 御中 

社団法人 日本看護協会 御中 

社団法人 全国訪問看護事業協会 御中 

財団法人 日本訪問看護振興財団 御中 

日本病院団体協議会 御中 

独立行政法人 国立病院機構本部 御中 

独立行政法人 国立がん研究センター 御中 

独立行政法人 国立循環器病研究センター 御中 

独立行政法人 国立精神・神経医療研究センター 御中 

独立行政法人 国際医療研究センター 御中 

独立行政法人 国立成育医療研究センター 御中 

独立行政法人 国立長寿医療研究センター 御中 

健康保険組合連合会 御中 

全国健康保険協会 御中 

社団法人 国民健康保険中央会 御中 

社会保険診療報酬支払基金 御中 

財務省主計局給与共済課 御中 

文部科学省高等教育局医学教育課 御中 

総務省自治行政局公務員部福利課 御中 

総務省自治財政局地域企業経営企画室 御中 

警察庁長官官房給与厚生課 御中 

防 衛 省 人 事 教 育 局 御中 

労働基準局労災補償部補償課 御中 

各都道府県後期高齢者広域連合 御中 

 



事 務 連 絡

平成23年４月１日

地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課

都道府県民生主管部（局）

国民健康保険主管課（部） 御中

都道府県後期高齢者医療主管部（局）

後 期 高 齢 者 医 療 主 管 課 ( 部 )

厚生労働省保険局医療課

疑義解釈資料の送付について（その８）

「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」（平成22年厚生労働省告示第69

号）等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項

について」（平成22年３月５日保医発0305第１号）等により、平成22年４月１

日より実施しているところであるが、今般、その取扱いに係る疑義照会資料を

別添１のとおり取りまとめたので、参考までに送付いたします。

なお、「疑義解釈資料の送付について（その７）」（平成22年12月６日付事務

連絡）を別添２のとおり訂正いたしますので、併せて送付いたします。



〈 別 添 １ 〉

医科報酬点数表関係

【医学管理等】

（問１） 医療関係団体等が認定する教育施設において、看護師、薬剤師及び管理

栄養士に対して行う栄養サポートチーム加算に係る４０時間以上の研修

は、１０時間以上の臨地での研修を含んでいなければならないのか。

（答） その通り。

（問２） 医師が、日本健康・栄養システム学会の「栄養サポートチーム医師研

修」を修了した場合、栄養サポートチーム加算にある所定の研修を修了し

たとみなされるのか。

（答） この研修は、合計１０時間以上の研修であり、必要な研修内容を満たしてい

るものであることから、所定の研修を修了したとしてみなされる。

【注射】

（問３） 「フォルテオ皮下注キット600μg」は、内容量が600μg、１回の使用量

が20μgであるが、28日用の製剤として薬価収載されている。入院時におけ

る薬剤料の算定は１回分使用量であるが、フォルテオ皮下注キット600μg

の算定方法はどのようになるか。

（答） フォルテオ皮下注キット600μgは28日用製剤であるため、フォルテオ皮下注

キット600μgの薬価を28（日分）で除したものを1日分（1回分）の薬剤料とす

る。

○1日分（1回分）の薬剤料フォルテオ皮下注キット600μg の薬価／28日分（回

分）



〈 別 添 ２ 〉

医科診療報酬点数表関係

【他医療機関の受診】

（問３） 包括払い病床（療養病棟入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料、

特定入院基本料、特定入院料を算定する病床をいう。）に入院中の患者が

他医療機関を受診した場合、他医療機関は、受診日以外の投薬に係る費用

を算定できないが、必要に応じて、患者のが入院中の保険医療機関と合議

し、当該費用を精算することは可能か。

（答）可能である。
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